
      山口市物産事業者連絡協議会 会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、山口市物産事業者連絡協議会（以下「協議会」という。）  

 と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、山口市を中心とした地域で生産される物産（以下「物産」 

 という。）の紹介、宣伝、あっせん等を行い販路の拡大を図るとともに、品 

 質の向上と新製品の開発を支援し、もって山口市物産業の振興に寄与する 

ことを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）物産の紹介、宣伝、あっせん及び販路開拓 

（２）物産展、見本市、展示会等の開催及び参加 

（３）商取引等の指導、相談 

（４）市場調査 

（５）物産に関する情報収集及び提供 

（６）製品品質の向上、新製品開発及び異業種交流の支援 

（７）行政及び関係機関に対する物産振興支援に関する要望 

（８）その他この協議会の目的を達するために必要な事業 

 

第２章 会員 

（会員） 

第４条 協議会の会員は、次の各号に定めるものとする。 

（１）正 会 員     この協議会の目的に賛同して入会した個人又は法人 

（２）特別会員 市、商工会議所若しくは商工会の代表者又は会長が特に認め 

       た者 

 

（入会方法） 

第５条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認 

 を得るものとする。 

 

（入会金及び会費） 

第６条 正会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を 

 納入しなければならない。 

 

（退会） 

第７条 会員は、退会しようとするときは会長に届け出なければならない。 

２ 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。 

３ 会員が２年以上会費を納入せず、支払う意思がないとみなせる場合、自動



的に退会させる。ただし再加入を妨げるものではない。 

（除名） 

第８条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の 

 ４分の３以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会  

 員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

（１）この協議会の規約に違反したとき。 

（２）この協議会の名誉を傷つけ、又はその設立の趣旨に反する行為をしたと 

  き。 

 

（拠出金品の不返還） 

第９条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は  

 返還しない。 

 

第３章 役員 

（役員の種別及び選任） 

第１０条 協議会に、次の役員を置く。 

（１）会 長  １名 

（２）副会長  ２名以内 

（３）顧 問  ２名以内 

（４）理 事  １０名以内（会長及び副会長並びに顧問を含む。） 

（５）監 事  ２名 

２ 役員は、総会において会員の中から選任する。 

３ 会長及び副会長は、理事の互選とする。 

４ 協議会の運営上必要があるときは、前２項の規定にかかわらず、会長は総 

 会に諮って会員外の者を理事に任命することができる。 

５ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 

 

（職務） 

第１１条 会長は、会務を統轄する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、 

 会長があらかじめ指名した順序によってその職務を行う。 

３ 顧問は、経験や専門知識に基づいて実務に関する助言を行う。 

４ 理事は、理事会を構成し、会務を掌理する。 

５ 監事は、会計を監査する。 

 

（任期） 

第１２条 役員の任期は、２年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の 

 残任期間とする。 

２ 役員は再任されることができる。 

 

第４章 会議 

（会議の種別） 

第１３条 協議会の会議は、総会及び理事会の２種類とし、会長が招集する。 

 



（権能及び開催） 

第１４条 総会は、毎年１回開催し、次の事項を議決する。 

（１）事業計画及び収支予算の決定 

（２）事業報告及び収支決算の承認 

（３）その他協議会の運営に関する重要な事項 

２ 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の５分の１以上の要 

 求があったときに開催する。 

３ 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の３分の１以上から要求が 

 あるときに開催し、次の事項を議決する。 

（１）総会の議決した事項の執行に関すること 

（２）総会に付議すべき事項 

（３）その他会務の執行に関する事項 

 

（会議の運営） 

第１５条 会議は、総会においては正会員の、理事会においては理事の過半数 

 の出席がなければ開会することができない。 

２ 会議の出席は委任状を持って、これに代えることができる。 

３ 会議の議長は、会長がこれにあたる。 

 

（議決） 

第１６条 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議 

 長の決するところによる。 

 

（部会） 

第１７条 協議会に、専門の事項を調査・研究・審議するため必要があるとき 

 は部会をおくことができる。 

２ 部会に関する事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。 

 

第５章 会計 

（経費） 

第１８条 協議会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

 

（決算及び監査） 

第１９条 協議会の会計は、毎年５月３１日までに決算して、その後速やかに 

 監事の監査を受け、総会に報告しなければならない。 

 

（会計年度） 

第２０条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終 

 わる。 

 

第６章 事務局 

（事務局） 

第２１条 協議会の事務を処理するため、事務局を山口市商工振興部ふるさと

産業振興課内に置く。 



第７章 雑則 

（委任） 

第２２条 この会則に定めるもののほか、この会の会務の執行に関し必要な事 

 項は会長が別に定める。 

 

   附 則 

１ 協議会設立当初の役員は、第１０条第２項の規定にかかわらず、別紙役員 

 名簿のとおりとし、その任期は、第１２条１項の規定にかかわらず、平成１ 

 ４年３月３１日までとする。 

 

２ 協議会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第１４条第１項第１号及 

 び第３項第２号の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 

 

３ 協議会の設立当初の事業年度は、第２０条の規定にかかわらず、設立総会 

 のあった日から平成１４年３月３１日までとする。 

 

４ この会則は平成１３年７月６日から施行する。 

 

５ この会則は平成１４年６月２７日から施行する。 

 

６ この会則は平成１７年６月３０日から施行する。 

 

７ この会則は平成２２年４月１日から施行する。 

 

８ この会則は平成２８年５月２５日から施行する。 

 

９ この会則は平成３０年５月２８日から施行する。 

 

10 この会則は令和６年６月５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

 

会費及び入会金について 

 

 

○会費について（第６条関係） 

 

平成１３年度～ 年額 ５，０００円 

 ただし、平成１７年度からは、入会初年度の年会費は入会時期に応じて 

次のとおりとする。 

４月～９月入会 年額 ５，０００円 

１０月～３月入会 年額 ２，５００円 

 

 

○入会金について（第６条関係） 

 

平成１４年度～ １０，０００円 

ただし、平成１７年１０月１日～平成１７年１２月２８日に入会した者は、 

入会金を免除する。 

ただし、平成１８年６月９日～平成１８年１２月２８日に入会した者は、 

入会金を免除する。 

 

 


